
 

 

関係府省庁提出資料 
 

重点 ヒアリング事項 府省庁 ページ 

27 
指定介護老人福祉施設における栄養士又は管理栄

養士の配置基準等の緩和 
厚生労働省 １ 

28 
市区町村が介護認定の訪問調査を委託する際の指

定居宅介護支援事業者等に係る資格要件の緩和 
厚生労働省 ７ 

36 
社会保険が同月得喪となった場合の健康保険料の算

定方法の見直し 
厚生労働省 13 

34 
診療報酬や障害者自立支援給付費国庫負担金等の

返還金に係る市町村負担の取扱いの見直し 

厚生労働省 

こども家庭庁 
18 

３ 
住所変更等に伴う手帳等の記載事項変更の届出の

廃止等 
厚生労働省 42 

18 
認定特定行為業務従事者認定証等のデジタル資格

者証への移行 
厚生労働省 58 

資料２ 
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厚生労働省 保険局

社会保険が同月得喪となった場合の健康保険料の算定方法の見直し
（管理番号R7- 241）
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令和７年の地方からの提案等に関する対応方針（令和７年 1 2月 2 3日閣議決定）

健康保険料における、被保険者が資格を取得した月と同じ月内にその資格を喪失した場合の保険
料の算定については、令和７年度中に保険者や事業主等への実態調査を開始した上で、その結果
を踏まえ、当該保険料の算定の在り方について検討し、令和８年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。

社会保険（以下「社保」という。）における健康保険料の月割算定について、被保険者が資格を
取得した同じ月内に資格を喪失した場合（以下、「同月得喪」という。）には、その月分の健康
保険料を算定しないよう見直しを求める。

提案内容

対応方針
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（概要）

健康保険の全保険者（1365保険者）を対象に同月得喪に関するアンケート調査を行い、約900保険者から回答があった。
○令和６年度の同月得喪該当者に関するデータ

・同月得喪の該当者を算出可能とした保険者の約98％が、同月得喪該当者の被保険者に占める割合は１%未満。（そのうち
約１割は該当者なし。）

・該当者のうち約75％は標準報酬月額26万円以下の者である。また、約80％以上の保険者においては、保険料収入に占める
同月得喪該当者の保険料収入の割合は0.1％以下であり、大半の保険者において保険料収入に占める同月得喪該当者の保険
料収入の割合は大きくない。

・業種ごとの偏りは見られない。

○自由記述で寄せられた主な意見

【件数の多い意見】

・保険料を支払っていない者に保険給付を行う可能性があるが、その場合は他の被保険者が医療費を負担することになる。
徴収だけでなく、医療費負担等の給付についても整理をするべきではないか。

・稀有な事案に対応するために、システム改修を行う必要が生じるが、費用は誰が負担をするのか。

・保険給付を行う可能性があるだけでなく、資格取得時に事務費等の経費が生じているため、保険料を徴収しなければ、他
の被保険者の負担が増加する。

【制度変更をした場合の懸念点についてのその他の意見】

・退職したことが翌月になって判明した場合の対応に負荷がかかる。

・月末の加入者からのみ徴収を行う場合は、同月得喪の該当者が国保の届出期間内に届出をせず月末時点で無資格となった
際に、保険料の支払いを免れうるため、当該行為を繰り返し行うなど、制度を悪用される可能性がある。

・仮に日割りを検討する場合には、健保だけで対応を行っても本質的な解決にならず、国保も含めた検討を行うべき。

同月特喪に関する保険者アンケートの概要
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（参考）参照条文

健康保険法（大正十一年法律第七十号）（抄）
（被保険者の保険料額）
第百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号
に定める額とする。
一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者（以下「介護保険第二号被保険者」という。）である被保険
者 一般保険料額（各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率（基本保険料率と特
定保険料率とを合算した率をいう。）を乗じて得た額をいう。以下同じ。）と介護保険料額（各被保険者の
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）との合算額
二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
２ 前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当
しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険
第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
３ 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、そ
の月分の保険料は、算定しない。
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（参考）参照条文

5

国民健康保険条例参考例（抄）（平成一二年三月三一日事務連絡）
（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合）
第二十一条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に
属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法
施行令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合にお
ける当該納付義務者に係る第十五条、第十八条の六の三の額（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者
に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に
係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第十八条の八の額又は第二十二条第一項各号（同条第三項又は第四項の規定により読
み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第二十二条の三第一項（同条第第三項の規定により読み替
えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める第十八条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ十分
の五を乗じて得た額、第二十二条の三第四項第一号（同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において
同じ。）に定める額、第二十二条の四第一項各号（同条第三項又は第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項
において同じ。）に定める額若しくは同条第五項各号（同条第七項又は第八項の規定により読み替えて準用する場合を含む。
次項において同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日
（法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少し
た日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった
若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特 例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行
う。
２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第十五条若しくは第十八条の六の三の額若しく
は第十八条の八の額又は第二十二条第一項各号に定める額、第二十二条の三第一項に定める第十八条の基礎賦課額の被保険者
均等割の保険料率にそれぞれ十分の五を乗じて得た額、第二十二条の三第四項第一号に定める額、第二十二条の四第一項各号
に定める額若しくは同条第五項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日（法第六条第一号から第八号までの規定
のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前
日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。
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